
― 108 ―（108）

は
じ
め
に

　

肥
後
国
球
磨
郡
で
は
、
内
乱
直
後
に
権
益
を
得
た
関
東
御
家
人
・
相
良
氏
が

入
植
・
定
着
し
、
家
系
の
交
替
な
ど
を
経
つ
つ
も
大
名
と
し
て
近
世
末
ま
で
存

続
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
残
さ
れ
た
膨
大
な
家
伝
文
書（

１
（は

、
か
つ
て
は
、
地
頭
領

主
制
論
や
惣
領
制
論
の
主
要
史
料
と
さ
れ
て
、
幾
多
の
成
果
が
挙
げ
ら
れ
た
。

だ
が
球
磨
郡
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
研
究
は
、
こ
こ
暫
く
停
滞
の
感
が
否
め
な

い
。
そ
の
理
由
の
一
端
は
、
か
つ
て
の
研
究
の
多
く
が
、
相
良
家
文
書
を
、
地

頭
領
主
制
論
・
惣
領
制
論
と
い
っ
た
一
般
的
論
点
の
素
材
と
し
て
扱
う
傾
向
に

あ
り
、
個
別
具
体
的
な
地
域
史
の
な
か
で
の
位
置
づ
け
が
十
分
で
は
な
か
っ
た

こ
と
。
と
り
わ
け
、
在
来
領
主
を
相
良
氏
に
よ
る
編
成
の
客
体
と
み
て
、
そ
の

多
様
性
や
主
体
的
動
向
の
検
討
を
欠
い
て
い
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。

　

一
例
を
挙
げ
よ
う
。
相
良
氏
の
惣
領
制
論
の
到
達
点
は
、
服
部
英
雄
の
議
論

で
あ
る
［
服
部
一
九
八
〇
］
。

（
２
（

惣
領
制
と
は
所
領
の
分
割
相
続
の
も
と
で
の
嫡
流
家

当
主
に
よ
る
一
族
統
制
・
幕
府
諸
役
配
分
体
制
で
あ
り
、
嫡
子
単
独
相
続
へ
の

移
行
で
消
滅
す
る
と
さ
れ
る
［
羽
下
一
九
六
六
、
田
中
二
〇
一
一
な
ど
］
。
だ
が
服
部

は
、
そ
の
文
書
管
理
機
能
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
相
良
氏
の
場
合
、
鎮
西
相
良
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氏
全
体
で
の
惣
領
制
は
衰
退
す
る
が
、
佐
牟
田
家
を
中
核
と
す
る
下
球
磨
・
人

吉
荘
域
の
一
族（

３
（中

で
は
、
む
し
ろ
単
独
相
続
へ
の
移
行
と
南
北
朝
内
乱
の
も
と

に
、
一
族
統
制
の
手
段
と
し
て
強
化
・
再
生
産
さ
れ
た
と
す
る
、
独
特
の
理
解

を
提
示
し
た
。
ま
た
、
そ
の
射
程
が
姻
戚
関
係
を
と
お
し
て
在
来
領
主
に
も
及

ん
だ
と
し
て
、
相
良
氏
の
球
磨
郡
全
域
支
配
へ
の
飛
躍
を
見
通
そ
う
と
し
た
。

　

服
部
は
そ
こ
で
、
平
河
師
頼
が
「
父
系
」
の
「
平
河
一
族
の
惣
領
」
で
は
な

く
「
母
系
（
婚
姻
）
を
通
じ
て
」「
惣
領
と
し
て
平
河
左
近
允
で
は
な
く
相
良

定
頼
、
前
頼
を
選
択
し
た
」
と
論
じ
る
。
だ
が
、
そ
の
「
惣
領
制
」
理
解
に
照

ら
せ
ば
、
鎮
西
相
良
氏
全
体
の
そ
れ
に
対
応
す
る
「
平
河
一
族
の
惣
領
」
制

も
、
南
北
朝
内
乱
期
に
は
消
滅
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
よ
っ
て
漠
然
と

「
平
河
一
族
」
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
服
部
自
身
が
立
体
的
に
相
良
氏
の
構

造
を
検
討
し
た
の
と
同
じ
よ
う
な
作
業
を
、
平
河
氏
に
つ
い
て
も
試
み
ね
ば
な

る
ま
い
。
服
部
説
は
実
は
、
そ
こ
か
ら
の
照
射
に
よ
る
当
否
確
認
を
要
す
る
も

の
だ
。

　

一
方
、
池
田
公
一
の
研
究
は
、
や
は
り
平
河
氏
を
事
例
に
在
来
領
主
の
側

に
視
点
を
据
え
て
、
鎌
倉
時
代
を
と
お
し
て
の
、
そ
の
展
開
を
検
討
し
た
数

中
世
球
磨
郡
の
在
来
領
主
と
相
良
氏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小 

川
　
弘 

和
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少
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
こ
で
も
漠
然
と
総
体
と
し
て
の
「
御
家
人
平

河
氏
」
の
動
向
が
論
じ
ら
れ
、
そ
の
内
部
構
造
は
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
［
池
田

一
九
七
八
］
。

　

し
か
し
、
結
論
を
先
取
す
れ
ば
平
河
氏
で
は
、
鎌
倉
時
代
を
と
お
し
て
家
々

の
分
立
が
進
み
、
南
北
朝
内
乱
の
も
と
で
は
「
平
河
一
族
」
と
一
括
で
き
な
い

個
々
の
動
き
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
相
良
氏
と
の
関
係
も
多
様
で

あ
る
。
か
か
る
在
来
領
主
の
個
別
的
か
つ
主
体
的
動
向
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

相
良
氏
に
よ
る
彼
ら
の
編
成
と
、
一
郡
領
主
化
へ
の
道
筋
を
再
考
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
。

　

私
も
準
備
に
参
加
し
た
、
二
〇
一
五
年
秋
の
熊
本
県
立
美
術
館
特
別
展
「
ほ

と
け
の
里
と
相
良
の
名
宝  

人
吉
球
磨
の
歴
史
と
美
」
で
は
、
か
か
る
問
題
を

意
識
し
て
、
相
良
氏
と
相
良
家
文
書
を
、
地
域
史
の
視
座
か
ら
捉
え
な
お
す
こ

と
に
注
意
を
払
っ
た
が
、
在
来
領
主
の
側
の
掘
り
下
げ
は
な
お
不
十
分
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
ま
ず
、
球
磨
郡
と
相
良
氏
の
沿
革
を
素
描
し
た
う
え

で
、
鎌
倉
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
の
在
来
領
主
の
配
置
・
様
態
・
展
開
を
整

理
し
た
い
。
そ
こ
で
触
れ
る
個
々
の
事
実
の
大
半
は
、
先
行
研
究
が
明
ら
か
に

し
て
い
る
も
の
だ
。
だ
が
全
体
を
見
渡
し
た
叙
述
は
乏
し
く
、
彼
ら
が
相
良
氏

の
展
開
の
あ
り
方
を
規
定
し
た
こ
と
の
明
確
な
評
価
は
、
管
見
の
限
り
本
稿
が

は
じ
め
て
行
う
こ
と
と
な
ろ
う（

４
（。

続
け
て
、
少
数
と
は
い
え
自
身
の
家
伝
文
書

に
恵
ま
れ
る
平
河
氏
に
つ
い
て
、
叙
上
の
検
討
を
行
い
、
そ
れ
を
と
お
し
て
南

北
朝
期
の
人
吉
相
良
勢
の
結
合
原
理
に
つ
い
て
再
考
し
た
い
。

一　

中
世
前
期
の
球
磨
郡
と
人
吉
荘

　

１　

人
吉
荘
の
成
立
と
相
良
氏

　

中
世
九
州
は
、
大
宰
府
の
基
盤
・
北
西
部
、
宇
佐
勢
力
の
拠
点
・
北
東
部
、

島
津
荘
に
覆
わ
れ
た
南
九
州
に
大
別
さ
れ
る
。
球
磨
郡
は
三
つ
の
地
域
性
が
葛

藤
す
る
そ
の
接
点
だ
っ
た
が
、
一
一
六
〇
年
代
に
大
宰
府
長
官
だ
っ
た
平
頼
盛

に
よ
っ
て
、
蓮
華
王
院
領
の
半
不
輸
所
領
・
球
磨
御
領
と
さ
れ
た
。
そ
の
な
か

の
西
村
・
永
吉
は
、
頼
盛
の
散
在
所
領
・
安
富
領
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
。

　

鎌
倉
幕
府
が
九
州
を
制
圧
す
る
と
安
富
領
も
い
っ
た
ん
は
没
収
さ
れ
る
が
、

そ
の
多
く
は
、
平
家
の
都
落
ち
に
同
行
せ
ず
、
幕
府
に
保
護
を
求
め
た
頼
盛
に

返
付
さ
れ
た
。
た
だ
し
球
磨
御
領
は
建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
頃
に
、
蓮
華
王
院

領
の
人
吉
荘
、
西
村
・
永
吉
を
含
む
鎌
倉
殿
御
領
、
そ
し
て
公
領
に
再
編
さ
れ

た
。
こ
れ
は
大
勢
で
は
下
球
磨
・
中
球
磨
・
上
球
磨
の
地
域
的
切
り
分
け
だ

が
、
永
吉
が
郡
域
に
散
在
す

る
よ
う
に
、
截
然
と
し
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
地
域
の

領
主
が
寄
り
あ
う
郡
務
機
構

に
依
拠
す
る
球
磨
御
領
の
荘

務
構
造
も
、
た
だ
ち
に
は
変

わ
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　

蓮
華
王
院
領
・
遠
江
国
相

良
荘
を
本
貫
と
す
る
相
良
氏

と
肥
後
と
の
関
係
は
、
頼
景

が
上
球
磨
公
領
の
な
か
の
没

官
領
・
多
良
木
村
百
丁
や
肥

後
北
部
の
山
北
・
泉
新
荘
内

山
井
名
な
ど
を
得
た
こ
と
に

は
じ
ま
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ

て
頼
盛
関
係
所
領
で
あ
り
、

そ
の
獲
得
に
は
八
条
院
・
頼

倉
鎌

領
御

公
領

□：平河氏所領・永吉の内

●

●

●

平等寺

荒田寺

●

勝福寺

万福寺

(工藤1992を改変)

岡本

人
吉
荘

西村
永里

久米
多良木

殿

（3） （2）
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②
政
所　

藤
原
高
家　

字
須
恵
小
太
良

　
　

③
地
頭　

藤
原
季
高　

字
合
志
九
良

　
　

④
藤
原
茂
綱

　
　

⑤
藤
原
真
宗　
　
　
　

字
久
米
三
良

　
　

⑥
尼
西
妙

　
　

鎌
倉
殿
御
領
五
百
丁

　
　
　

預
所
因
幡
大
夫
判
官

　
　
　

永
吉
三
百
丁

　
　

⑦
地
頭
良
峯
師
高
子
息
字
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紀
平
次

　
　

⑧
須
恵
小
太
良
家
基
領
百
五
十
丁

　
　

公
田
九
百
丁

　
　
　

豊
富
五
百
丁

　
　

⑨
地
頭
藤
原
真
家　

字
久
米
三
良

　
　
　

豊
永
四
百
丁

　
　
　

地
頭

　
　

⑩
藤
原
家
基
三
百
丁　

字
須
恵
小
太
良

　
　
　

多
良
木
村
百
丁　
　

没
官
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑪
伊
勢
弥
次
良

　
　
　
　

建
久
八
年
潤
六
月
日

①
「
人
吉
次
良
」
の
人
吉
荘
下
司
職
は
、
相
良
長
頼
が
「
為
平
家
没
官
領
之

間
」
と
い
う
理
由
で
補
任
さ
れ
た
地
頭
職
（
前
掲
相
三
）
の
先
行
所
職
と
み
な
さ

れ
る
。
人
吉
氏
の
所
見
は
こ
れ
が
唯
一
な
の
で
、
下
司
職
没
収
と
と
も
に
没
落

し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
一
方
、
⑪
「
伊
勢
弥
次
良
」
を
工
藤
敬
一
は
、
頼
景
の

仮
名
な
い
し
代
官
で
な
い
か
と
す
る
。
宗
頼
は
頼
景
か
ら
泉
新
荘
内
山
井
名
を

盛
と
相
良
氏
と
の
繋
が
り
が
想
定
さ
れ
る
。
頼
景
の
庶
子
た
ち
は
山
北
・
山
井

を
分
割
相
続
し
、
宗
頼
の
泉
本
荘
高
橋
や
頼
平
の
筑
後
三
毛
北
郷
内
な
ど
、
自

ら
も
勲
功
所
領
を
得
て
鎮
西
相
良
氏
各
家
を
分
出
さ
せ
て
い
く
。

　

一
方
、
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
に
人
吉
荘
地
頭
職
に
補
任
さ
れ
た
嫡
子
・
長

頼
は
、
頼
景
か
ら
多
良
木
を
相
続
し
て
球
磨
相
良
氏
の
祖
と
な
る
。
そ
の
嫡

子
・
頼
氏
は
多
良
木
を
継
承
し
て
鎮
西
相
良
氏
全
体
の
嫡
流
・
多
良
木
家
が
は

じ
ま
る（

５
（。

ま
た
庶
子
た
ち
は
人
吉
荘
の
地
頭
職
を
名
単
位
で
分
割
相
続
。
特
に

最
大
規
模
の
経
徳
・
常
楽
両
名
を
得
た
頼
俊
の
佐
牟
田
家
は
、
そ
の
中
心
と

な
っ
て
い
く
。

　

と
こ
ろ
が
、
分
割
相
続
に
先
立
つ
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）、
山
井
を
め
ぐ
る

甥
・
頼
重
と
の
相
論
で
罪
を
問
わ
れ
た
長
頼
は
、
人
吉
荘
地
頭
職
半
分
を
没
収

さ
れ
て
、
本
荘
北
方
は
得
宗
領
と
な
っ
た（

６
（。

相
良
氏
の
悲
願
と
な
っ
た
そ
の
回

復
は
、
幕
府
滅
亡
後
に
持
ち
越
さ
れ
る
。

　

２　

球
磨
郡
の
在
来
領
主
と
相
良
氏

　

幕
府
は
建
久
八
年
（
一
一
九
七
）、
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
の
平
家
滅
亡
以
降

の
戦
後
処
理
の
結
果
を
、
国
ご
と
に
所
領
・
田
数
・
領
主
を
書
き
上
げ
た
帳
簿

（
図
田
帳
）
を
作
成
す
る
こ
と
で
総
括
し
て
、
九
州
支
配
の
平
時
体
制
へ
の
移
行

を
図
っ
た
。
相
良
家
文
書
に
は
、
鎌
倉
後
期
に
訴
訟
の
証
拠
書
類
と
し
て
作
成

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
、
球
磨
郡
分
の
抜
書
（
前
掲
相
二
）
が
残
る
。

　
　

球
摩
郡
二
千
丁

　
　
　
　

蓮
花
王
院
人
吉
庄
六
百
丁

　
　
　

領
家　

八
条
女
院

　
　
　

預
所　

対
馬
前
司　

清
業

　
　

①
下
司　

藤
原
友
永　

字
人
吉
次
良

（3）
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譲
ら
れ
て
四
十
年
余
知
行
の
後
、
嘉
禄
三
（
一
二
二
七
）
年
に
死
去
し
た
と
さ
れ

る
（
前
掲
相
五
）
か
ら
、
頼
景
の
山
井
獲
得
は
文
治
年
間
（
一
一
八
五
〜
九
〇
）
頃
に

遡
る
。
安
富
由
来
の
所
領
は
一
括
獲
得
だ
ろ
う
か
ら
、
工
藤
の
推
定
は
首
肯
さ

れ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
人
吉
荘
地
頭
職
と
多
良
木
村
の
み
が
、
相
良
氏
が
球
磨
郡
に
得

た
権
益
だ
っ
た
。
し
か
も
後
に
人
吉
荘
北
方
は
没
収
さ
れ
る
。
一
方
で
在
来
領

主
の
大
半
は
存
続
し
、
地
域
社
会
を
構
成
す
る
の
だ
。

二　

人
吉
荘
域
の
在
来
領
主

　

１　

郡
司
級
領
主
・
須
恵
氏
の
盛
衰

　
「
須
恵
小
太
良
」
は
②
で
は
藤
原
高
家
、
⑧
⑩
で
は
家
基
と
さ
れ
る
が
恐
ら

く
同
一
人
物
。
少
な
く
と
も
同
族
で
、
人
吉
荘
政
所
職
と
、
鎌
倉
殿
御
領
内

百
五
十
町
（
西
村
）、
公
田
豊
永
内
三
百
町
の
小
地
頭
職
と
い
う
、
郡
全
域
に
わ

た
る
最
大
規
模
の
権
益
を
有
し
て
い
る
。
か
か
る
須
恵
氏
を
工
藤
は
、
中
球
磨

を
拠
点
と
す
る
郡
司
級
領
主
と
推
定
し
た
。
近
年
、
須
恵
氏
が
平
河
氏
と
の
姻

戚
関
係
に
よ
る
連
携
の
も
と
に
、
平
等
寺
を
中
心
と
す
る
阿
蘇
谷
と
、
名
字
の

地
・
須
恵
村
に
隣
接
す
る
中
球
磨
の
山
岳
寺
院
・
勝
福
寺
か
ら
な
る
、
郡
の
宗

教
的
中
核
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
寺
院
の
仏
像
胎
内
銘
な
ど
か

ら
明
ら
か
と
な
り
、
そ
れ
は
よ
り
確
か
に
な
っ
た
［
小
川
二
〇
一
六
］
。
ま
た
日
向

の
建
久
図
田
帳
に
馬
関
田
荘
地
頭
と
し
て
「
須
恵
太
郎

」
が
み
え
る
（
建
久

八
年
六
月
日
日
向
国
図
田
帳
写
、
島
津
家
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
九
二
二
号
。
以
下
「
鎌
九
二
二
」

の
如
く
表
記
す
る
。
）。
そ
の
勢
力
は
隣
接
す
る
日
向
北
部
に
も
及
ん
で
い
た
。

　

だ
が
、
か
か
る
須
恵
氏
は
鎌
倉
期
を
と
お
し
て
、
徐
々
に
勢
力
を
後
退
さ

せ
た
よ
う
で
あ
る
。
西
村
・
永
吉
を
球
磨
郡
再
編
と
と
も
に
組
み
込
ん
だ
鎌

倉
殿
御
領
の
預
所
職
は
、
図
田
帳
抜
書
に
み
え
る
「
因
幡
大
夫
判
官
」
、
つ

ま
り
幕
府
の
有
力
吏
僚
・
大
江
広
元
か
ら
、
元
仁
二
年
（
一
二
二
五
）
に
外
孫
・

近
衛
中
将
実
春
に
譲
与
さ
れ
た
。
そ
の
実
春
と
平
河
氏
の
間
で
は
建
長
三

（
一
二
五
一
）
年
以
降
、
相
論
が
展
開
し
た
。
そ
の
な
か
で
平
河
良
貞
は
、
建
保

四
（
一
二
一
六
）
年
図
田
帳
の
永
吉
地
頭
は
父
・
師
良
、
西
村
地
頭
は
須
恵
小
太

郎
家
基
と
い
う
記
載
か
ら
、
両
地
は
別
の
も
の
と
主
張
。
こ
れ
に
対
し
て
実
春

は
、「
貞
応
・
嘉
禄
御
下
文
」
を
根
拠
に
永
吉
と
西
村
を
一
体
と
み
な
し
つ
つ
、

「
地
頭
須
恵
尼
」
が
「
狼
藉
」
に
よ
っ
て
西
村
を
没
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理

由
に
、
平
河
氏
の
権
利
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
（
弘
安
六
年
七
月
三
日
関
東
下
知
状

案
、
平
河
文
書
四
号
、『
熊
本
県
史
料
』
中
世
三
。
以
下
「
表
１

－

④
」
の
如
く
示
す
。
年
欠
平

河
道
照
申
状
、
表
１

－

⑤
）。
詳
細
不
明
だ
が
鎌
倉
中
葉
頃
に
、
須
恵
氏
は
西
村
を

没
収
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
人
吉
荘
政
所
も
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
の
下
地
中
分

状
（
前
掲
相
六
）
で
は
「
平
守
員
」
な
る
人
物
に
代
わ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
事
情

や
実
効
支
配
の
程
は
不
明
だ
が
、
上
球
磨
豊
永
の
地
頭
職
も
、
鎌
倉
後
期
に
は

多
良
木
家
の
相
伝
所
領
と
さ
れ
て
い
た
（
前
掲
相
三
三
）。

　

一
方
、
勝
福
寺
の
山
中
に
は
、
在
銘
で
は
弘
安
四
年
（
一
二
八
一
）
を
最
古

と
す
る
、
多
数
の
鎌
倉
様
式
的
な
五
輪
塔
群
が
残
る
。
ま
た
勝
福
寺
か
ら
人

吉
市
の
温
泉
旅
館
・
翠
嵐
楼
に
移
さ
れ
た
と
い
う
宝
塔
に
は
、
永
仁
二
年

（
一
二
九
四
）
の
年
記
を
も
つ
僧
・
円
鑁
に
よ
る
銘
が
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
勝
福

寺
は
、
円
鑁
が
真
言
寺
院
と
し
て
再
興
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
須
恵
氏
の

勢
力
低
下
と
相
即
し
て
、
相
良
氏
が
中
球
磨
に
も
影
響
を
浸
透
さ
せ
て
い
く
さ

ま
を
暗
示
す
る
よ
う
だ
。

　

と
は
い
え
、
頼
景
が
須
恵
氏
の
女
性
を
後
妻
と
し
た
と
い
う
伝
承
が
残
り
、

服
部
が
、
南
北
朝
期
の
文
和
四
年
（
一
三
五
五
）
頃
の
人
吉
相
良
勢
の
概
要
・
構

成
を
示
す
と
評
価
し
た
、
相
良
定
頼
幷
一
族
等
所
領
注
文
（
相
一
六
一
）
に
は

「
須
恵
彦
四
郎
」
が
み
え
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
敵
対
的
過
程
と
は
い
い
切
れ
な

い
。
ま
た
南
北
朝
内
乱
の
後
半
、
室
町
幕
府
が
局
面
打
開
の
た
め
に
九
州
に
派

遣
し
た
、
今
川
了
俊
の
も
と
に
永
和
三
（
一
三
七
七
）
年
に
結
成
さ
れ
た
、
南
九

（5） （4）
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州
国
人
一
揆
で
は
、「
須
恵
修
理
亮
重
宗
」
が
、「
平
河
兵
庫
允
師
門
」「
永
里

大
和
権
守
武
綱
」
な
ど
と
と
と
も
に
、
中
球
磨
の
勢
力
と
し
て
み
え
る
（
同
年

十
月
廿
八
日
一
揆
契
約
状
案
、
禰
寝
文
書
、『
南
北
朝
遺
文
』
九
州
編
五
四
二
二
号
。
以
下
「
南

五
四
二
二
」
の
如
く
表
記
す
る
。
）。
こ
の
広
域
的
連
合
の
基
底
に
は
、
戦
時
下
の
軍

事
同
盟
で
あ
る
、
地
域
ご
と
の
領
主
一
揆
が
あ
っ
た
［
服
部
一
九
八
三
］
。
上
球

磨
に
は
「
求
摩
之
上
郡
之
人
々
」
と
呼
ば
れ
る
一
揆
的
集
団
が
あ
っ
た
（
（
永

和
二
年
）
六
月
五
日
野
辺
盛
久
書
状
、
禰
寝
文
書
、
南
五
三
〇
五
）。
須
恵
・
平
河
・
永
里

ら
も
、
そ
の
一
員
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
は
別
に
中
球
磨
で
同
種
の
一
揆
を

構
成
し
て
い
た
の
か
は
、
判
断
の
決
め
手
に
欠
け
る
。
だ
が
い
ず
れ
に
せ
よ
彼

ら
は
、
有
力
領
主
で
あ
っ
た
。
須
恵
氏
は
郡
全
域
へ
の
影
響
は
後
退
さ
せ
つ
つ

も
、
本
拠
・
中
球
磨
に
お
い
て
存
在
感
を
保
っ
た
の
で
あ
る
。

　

２　

人
吉
荘
の
小
地
頭
た
ち

　

人
吉
荘
内
の
③
〜
⑥
の
人
々
は
、
下
司
・
政
所
と
は
別
に
「
地
頭
」
と
さ
れ

る
か
ら
小
地
頭
を
指
す
。
う
ち
⑥
「
尼
西
妙
」
は
不
明
だ
が
、
③
「
藤
原
季
高

　

字
合
志
九
良
」
は
、
肥
後
北
部
の
菊
池
郡
を
拠
点
に
国
府
を
掌
握
し
て
、
肥

後
全
域
に
支
族
を
展
開
し
た
雄
族
・
菊
池
一
族
の
う
ち
、
合
志
郡
を
本
拠
と
す

る
合
志
氏
。「
菊
地
系
図
」（
『
続
群
書
類
従
』
第
六
輯
下
系
図
部
）
に
み
え
る
「
九
郎

秀
高
」
と
同
一
人
物
だ
ろ
う
。
同
系
図
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
裔
に
は
、
隣
接
す

る
中
球
磨
永
里
村
・
上
球
磨
岡
本
村
を
名
字
の
地
と
す
る
、
永
里
・
岡
本
両
家

が
み
え
る
。
先
述
の
よ
う
に
南
北
朝
期
に
は
、「
永
里
大
和
権
守
武
綱
」
が
確

認
で
き
る
。
一
方
、
上
球
磨
一
揆
に
は
「
岡
本
越
前
守
頼
季
」
が
み
え
る
（
前

掲
南
五
四
二
二
）
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
人
吉
相
良
勢
の
一
員
に
み
え
る
「
岡
本
又

次
郎
」
は
、「
永
里
彦
次
郎
跡
」
と
し
て
、
合
志
郡
内
高
永
田
地
と
球
磨
郡
永

里
村
を
宛
て
行
わ
れ
て
い
る
（
前
掲
相
一
六
一
）。
祖
を
同
じ
く
す
る
両
家
が
、
競

合
関
係
か
ら
永
里
家
は
宮
方
・
岡
本
家
は
武
家
方
に
分
か
れ
て
敵
対
し
つ
つ
、

定
着
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
④
「
藤
原
茂
綱
」
は
、
寛
元
二
年
中
分
状
（
前
掲
相
六
）
に
「
田
所
草
部

高
元
」
が
み
え
る
か
ら
、
こ
の
藤
原
姓
日
向
草
部
氏
の
可
能
性
が
あ
る
。
久

安
二
（
一
一
四
六
）
年
に
平
河
師
高
は
敵
対
勢
力
の
襲
撃
を
う
け
た
。
前
述
の
諸

寺
・
諸
仏
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
荒
廃
し
た
郡
域
復
興
事
業
の
一
環
と
し
て
整
備

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
襲
撃
勢
力
は
「
久
万
郡
住
人
貞
倫

幷
舎
弟
六
郎
重
平
」
と
、
そ
れ
に
与
同
し
「
貞
」
が
通
じ
る
「
日
向
国
真
幸
院

住
人
」「
草
藤
次
貞
守
」
、
さ
ら
に
「
八
代
藤
三
重
永
」
ら
で
あ
っ
た
（
年
欠
肥
後

国
司
解
写
、
高
野
山
文
書
又
続
宝
簡
集
百
二
、『
平
安
遺
文
』
四
七
一
九
号
）。
こ
こ
か
ら
服

部
は
、
日
向
北
部
と
肥
後
球
磨
・
八
代
両
郡
に
ま
た
が
る
交
通
関
係
と
、
そ
れ

を
と
お
し
た
日
向
草
部
氏
の
球
磨
郡
進
出
を
論
じ
た
［
服
部
一
九
七
八
］
。
首
肯
さ

れ
る
が
、
そ
の
所
見
は
中
分
状
で
途
絶
え
、
そ
の
後
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

　

⑤
「
藤
原
真
宗　

字
久
米
三
良
」
は
⑨
公
田
内
豊
富
五
百
町
の
「
地
頭
藤
原

真
家　

字
久
米
三
良
」
と
同
一
人
物
。「
宗
」「
家
」
い
ず
れ
か
が
誤
記
だ
ろ

う
。
⑤
は
後
の
人
吉
荘
「
惣
公
文
藤
原
真
憲
」（
前
掲
相
六
）
に
連
な
る
。
そ
の

名
字
の
地
は
上
球
磨
の
久
米
郷
で
、
こ
れ
は
豊
富
と
重
な
る
。
久
米
郷
は
正
応

元
（
一
二
八
八
）
年
に
異
国
合
戦
の
恩
賞
と
し
て
、
東
方
が
肥
前
長
島
荘
の
橘
薩

摩
氏
（
同
年
十
一
月
廿
一
日
関
東
下
知
状
案
、
小
鹿
嶋
文
書
、
鎌
一
六
八
一
五
）、
西
方
が
筑

後
の
三
毛
氏（

７
（に

宛
て
行
わ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
久
米
氏
の
権
益
と
は
抵
触
せ

ぬ
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
、
橘
薩
摩
・
久
米
両
氏
は
南
北
朝
期
に
は
、
上
球
磨
一

揆
の
構
成
員
と
し
て
共
存
し
て
い
る
（
前
掲
南
五
四
二
二
）。

　

遠
隔
地
領
主
で
あ
る
惣
地
頭
と
、
幕
府
に
連
な
り
地
位
を
保
持
し
た
小
地
頭

は
、
当
初
は
相
互
依
存
関
係
に
あ
っ
た
が
、
宝
治
合
戦
の
戦
後
処
理
に
よ
る
惣

地
頭
の
大
量
交
替
や
、
異
国
合
戦
時
の
関
東
御
家
人
の
下
向
に
よ
っ
て
、
対

立
・
訴
訟
が
激
化
し
て
い
く
と
い
う
［
清
水
二
〇
〇
七
］
。
人
吉
荘
で
は
図
田
帳

以
降
は
小
地
頭
の
直
接
的
徴
証
を
欠
く
が
、
当
初
は
球
磨
御
領
以
来
の
構
造
に
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表１　平河文書
№ 年月日 文書名 内容 県史料
① 建久 2.5.3 良峯師高譲状案 嫡子師貞等への永吉 20ヶ村譲与。鎌倉後期の仮託文書か 1
② 人吉荘南方刁岡名地頭職相伝系図 相良長頼の外孫・女子阿夜を訴人とする鎌倉末期のもの 2
③ 建長 5.11.5 沙弥観阿平河師良譲状案 前欠。子息良円への田地譲与 3
④ 弘安 6.7.3 関東下知状案 平河良貞・師時と預所・近衛中将実春との相論裁許 4
⑤ 平河道照申状 預所「豊前々司入道殿」との敗訴相論の越訴状。土代か 5
⑥ 文和 2.2. 平河貞家軍忠状 兄貞世の討ち死、筑前・豊前などでの転戦を記す。証判あり 6
⑦ 文和 2.2. 平河貞家軍忠状 ⑥後半と内容重複。証判あり 7
⑧ 応永 34.4.7 平河式部給分坪付 相良前続による給分給付 8
⑨ 〃 〃 相良前続による人吉荘内・中球磨内給分給付 9
⑩ 文明 12.2. 吉 平河但馬守給分坪付 相良為続による上球磨久米郷西方内給分給付 10
⑪ (永禄 2.)5.23 相良頼房義陽書状 平川与三左衛門尉に丸目兵庫頭悪心雑説の顛末を伝える 11
⑫ 良峯姓先祖書 荒田寺別当依高と四人の子息について記す 12
⑬ 文化 4.7.20 平河家由緒書 平河源兵衛平久敬が「私ニ記置」とす。相良氏の近世伝承と類似 ̶
⑭ 平河系図 伝来文書の人名間に複数繋ぎがある未整理のもの。⑬と関係か ̶

表２　永池文書
№ 年月日 文書名 内容 県史料
① 建永 2.3.14 某下文 良四郎師忠に目良生・永池・渡 3ヶ村の別納を認める 1
② 永和 1.10.16 平河師頼軍忠状 惣領相良前頼のもとでの軍忠。証判あり 2
③ 応永 2.12.23 相良実長名字書出 平河尾能三郎に、高頼の名を与える 3
④ 寛正 3.12.9 相良長続名字書出 平河助八に、師詮の名を与える 4
⑤ 長享 1.12.23 相良長輔長毎名字書出 平河三郎に、高吉の名を与える 5
⑥ 天文 11.11.25 相良長唯義滋名字書出 相良永池三郎に、長順の名を与える 6
⑦ 天正 19.8.20 相良頼房長毎名字書出 相良永池助七に、頼忠の名を与える 7

表１　平河文書
№ 年月日 文書名 内容 県史料
① 建久 2.5.3 良峯師高譲状案 嫡子師貞等への永吉 20ヶ村譲与。鎌倉後期の仮託文書か 1
② 人吉荘南方刁岡名地頭職相伝系図 相良長頼の外孫・女子阿夜を訴人とする鎌倉末期のもの 2
③ 建長 5.11.5 沙弥観阿平河師良譲状案 前欠。子息良円への田地譲与 3
④ 弘安 6.7.3 関東下知状案 平河良貞・師時と預所・近衛中将実春との相論裁許 4
⑤ 平河道照申状 預所「豊前々司入道殿」との敗訴相論の越訴状。土代か 5
⑥ 文和 2.2. 平河貞家軍忠状 兄貞世の討ち死、筑前・豊前などでの転戦を記す。証判あり 6
⑦ 文和 2.2. 平河貞家軍忠状 ⑥後半と内容重複。証判あり 7
⑧ 応永 34.4.7 平河式部給分坪付 相良前続による給分給付 8
⑨ 〃 〃 相良前続による人吉荘内・中球磨内給分給付 9
⑩ 文明 12.2. 吉 平河但馬守給分坪付 相良為続による上球磨久米郷西方内給分給付 10
⑪ (永禄 2.)5.23 相良頼房義陽書状 平川与三左衛門尉に丸目兵庫頭悪心雑説の顛末を伝える 11
⑫ 良峯姓先祖書 荒田寺別当依高と四人の子息について記す 12
⑬ 文化 4.7.20 平河家由緒書 平河源兵衛平久敬が「私ニ記置」とす。相良氏の近世伝承と類似 ̶
⑭ 平河系図 伝来文書の人名間に複数繋ぎがある未整理のもの。⑬と関係か ̶

表２　永池文書
№ 年月日 文書名 内容 県史料
① 建永 2.3.14 某下文 良四郎師忠に目良生・永池・渡 3ヶ村の別納を認める 1
② 永和 1.10.16 平河師頼軍忠状 惣領相良前頼のもとでの軍忠。証判あり 2
③ 応永 2.12.23 相良実長名字書出 平河尾能三郎に、高頼の名を与える 3
④ 寛正 3.12.9 相良長続名字書出 平河助八に、師詮の名を与える 4
⑤ 長享 1.12.23 相良長輔長毎名字書出 平河三郎に、高吉の名を与える 5
⑥ 天文 11.11.25 相良長唯義滋名字書出 相良永池三郎に、長順の名を与える 6
⑦ 天正 19.8.20 相良頼房長毎名字書出 相良永池助七に、頼忠の名を与える 7

  表 1　平河文書

  表 2　永池文書

規
定
さ
れ
て
、
相
良
氏
と
小
地
頭
た
ち
は
相
互
依
存
関
係
を
と
り
結
ぶ
し
か
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
南
方
で
は
、
や
が
て
分
割
相
続
と
開
発
を
と
お
し
て
相

良
氏
の
支
配
が
進
む
た
め
、
圧
迫
を
原
因
と
す
る
小
地
頭
の
撤
退
は
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
得
宗
領
と
な
っ
た
北
方
は
、
鎌
倉
期
を
と
お
し
て
遠
隔
地
所
領
で

あ
っ
た
た
め
、
そ
の
現
地
支
配
は
小
地
頭
ら
に
依
存
し
続
け
た
の
で
は
な
い

か
。
北
方
内
に
は
税
所
・
公
文
・
上
村
・
一
万
・
を
く
ひ
の
し
や
う
の
各
名
が

確
認
で
き
る
（
暦
応
二
年
八
月
五
日
相
良
蓮
道

譲
状
別
紙
坪
付
、
相
八
四
）。
う
ち
公
文

名
は
惣
公
文
・
久
米
氏
が
維
持
し
た
だ
ろ
う
か（

８
（。

ま
た
税
所
名
は
南
北
朝
期
に

「
人
吉
一
分
地
頭
」
と
し
て
現
れ
、
人
吉
相
良
勢
の
有
力
構
成
員
だ
っ
た
、
税

所
宗
円
（
暦
応
三
年
八
月
廿
八
日
同
人
軍
忠
状
、
相
九
九
な
ど
）
の
名
字
の
地
だ
。
そ
の

本
姓
は
不
明
だ
が
、
彼
は
図
田
帳
に
小
地
頭
と
し
て
現
れ
る
、
い
ず
れ
か
の
人

物
の
後
裔
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
佐
牟
田
家
が
北
方
回
復
と
と
も
に
人
吉

荘
域
を
一
円
的
に
再
掌
握
し
よ
う
と
す
る
際
、
北
方
の
小
地
頭
た
ち
と
の
関
係

形
成
は
不
可
欠
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
。

三　

良
峯
姓
平
河
一
族
の
展
開

　

１　

鎌
倉
期
の
平
河
氏

　

平
河
文
書
十
四
点
・
永
池
文
書
七
点
と
、
庶
流
の
も
の
だ
が
家
伝
文
書
を
残

す
良
峯
姓
平
河
氏
は
、
他
の
諸
氏
で
は
難
し
い
具
体
的
様
相
の
検
討
が
可
能

だ
。
一
次
史
料
で
存
在
が
確
認
で
き
る
の
は
、
久
安
二
年
（
一
一
四
六
）
に
師
高

が
襲
撃
を
う
け
る
と
こ
ろ
か
ら
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
打
撃
を
う
け
た
荒
田
か

ら
、
よ
り
要
害
の
地
で
あ
る
深
田
内
山
に
拠
点
を
移
し
た
ら
し
い
。
ま
た
所

領
・
永
吉
が
中
球
磨
を
中
心
に
ひ
ろ
く
球
磨
川
・
川
辺
川
沿
い
に
展
開
す
る
こ

と
は
、
国
郡
機
構
に
よ
る
河
川
掌
握
と
の
関
連
を
思
わ
せ
る
。
姻
戚
関
係
か
ら

み
て
も
そ
の
勢
力
は
、
国
府
を
背
景
に
郡
司
・
須
恵
氏
と
の
連
携
の
も
と
に
形

（7） （6）
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成
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
か
か
る
平
河
氏
が
須
恵
氏
と
と
も
に
、
球
磨
御
領

成
立
の
受
け
皿
と
な
っ
た
こ
と
は
、
永
吉
・
西
村
が
頼
盛
の
安
富
領
に
繰
り
入

れ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
［
工
藤
一
九
八
八
ａ
、
小
川
二
〇
一
六
］
。

　

師
高
は
平
家
滅
亡
後
、
一
旦
は
処
断
さ
れ
る
も
文
治
三
年
（
一
一
八
七
）
に
そ

の
身
を
「
安
堵
」
さ
れ
（
表
１

－

④
）、
永
吉
の
権
益
は
嫡
子
・
師
貞
（
⑦
「
良
峯

師
高
子
息
字
平
紀
平
次

」
）
に
継
承
さ
れ
た
。
建
久
二
年
（
一
一
九
〇
）
の
年
記

を
も
つ
譲
状
案
（
表
１

－

①
）
は
、
師
高
か
ら
師
貞
ら
に
、
永
吉
を
構
成
す
る
約

二
十
ヶ
村
を
譲
与
す
る
も
の
。
得
分
が
石
高
・
貫
高
併
記
さ
れ
る
な
ど
建
久
年

間
と
し
て
は
不
自
然
な
こ
と
な
ど
か
ら
、
工
藤
は
、
鎌
倉
後
期
の
訴
訟
に
際

し
、
建
久
年
間
に
仮
託
し
て
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
も
の
の
、
各
村
の
分

布
に
つ
い
て
は
し
か
る
べ
き
も
の
に
拠
っ
た
と
す
る
。

　

か
く
し
て
平
河
氏
は
危
機
を
乗
り
切
り
、
国
御
家
人
と
し
て
の
地
位
を
得

る
。
一
方
、
永
吉
を
含
む
鎌
倉
殿
御
領
の
預
所
は
大
江
広
元
、
そ
の
外
孫
・
近

衛
中
将
実
春
、
少
弐
景
資
、
名
越
宗
長
か
と
さ
れ
る
「
備
前
々
司
入
道
殿
」［
佐

藤
一
九
七
一
］
と
変
遷
し
た
が
、
平
河
氏
と
実
春
・
備
前
々
司
入
道
と
の
間
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
長
期
に
わ
た
る
訴
訟
が
展
開
し
た（

９
（。

　

実
春
と
争
っ
た
平
河
良
貞
・
師
時
兄
弟
は
、「
永
吉
地
頭
幷
名
主
職
」
は
師

高
―
次
郎
師
貞
―
兄
弟
の
父
・
師
良
と
伝
わ
り
、
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
に
自

分
た
ち
に
譲
与
さ
れ
た
と
主
張
す
る
。
と
こ
ろ
が
翌
年
か
ら
実
春
に
よ
る
押
領

が
は
じ
ま
り
、
良
貞
が
こ
れ
を
訴
え
た
が
、
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
に
い
っ
た

ん
は
実
春
勝
訴
の
裁
許
が
下
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
不
服
と
す
る
良
貞
・
師

時
兄
弟
は
越
訴
を
試
み
、
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）
七
月
に
勝
訴
の
下
知
を
得
た

（
表
１

－
④
）。
同
年
十
月
に
預
所
は
少
弐
景
資
に
改
替
、
こ
の
弘
安
下
知
状
は

「
不
易
御
下
知
」
と
し
て
平
河
一
族
に
重
ん
じ
ら
れ
て
い
く
（
表
１

－

⑤
）。

　

し
か
し
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
岩
門
合
戦
で
景
資
が
滅
亡
、
翌
年
に
預
所
と

な
っ
た
備
前
々
司
入
道
の
代
官
・
行
性
と
平
河
良
貞
と
の
間
で
ま
た
も
相
論
が

勃
発
。
担
当
奉
行
の
引
級
に
よ
っ
て
良
貞
は
敗
訴
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
こ

れ
に
対
し
て
永
仁
年
中
（
一
二
九
三
〜
九
九
）、
平
河
道
照
が
越
訴
。
正
安
二
年

（
一
三
〇
〇
）
の
越
訴
方
廃
止
に
よ
っ
て
得
宗
方
に
可
否
判
断
が
引
き
継
が
れ
て

二
番
引
付
に
係
属
さ
れ
た
も
の
の
、
結
局
は
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）、「
不
及
理

非
御
沙
汰
」
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
長
大
な
申
状
（
表
１

－

⑤
）
は
、
道
照
が
そ

の
反
論
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
な
か
で
道
照
は
、
弘
安
下
知
状
に
は
当
事
者
と
し
て
良
貞
・
師
時
両
人

の
他
、「
自
余
庶
子
等
」
は
み
え
な
い
た
め
、
道
照
に
提
訴
権
は
な
い
と
す
る

引
付
の
判
断
に
対
し
て
、
下
知
状
中
に
「
一
類
六
十
余
人
令
侘
傺
、
交
山
野
、

永
削
御
家
人
名
字
事
、
生
涯
愁
歎
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
良
貞
・
師
時
は
一
族

を
代
表
し
て
訴
訟
に
あ
た
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
二
名
以
外
に
も
当
然
権
利
は

あ
る
も
の
と
反
論
す
る
。
ま
た
そ
の
傍
証
と
し
て
「
領
家
所
進
貞
永
元
年
九
月

師
良
等
連
暑

（
マ
マ
（状

」
が
、「
中
神
村
地
頭
良
峯
良
高
・
目
良
生
村
地
頭
良
峯
師

頼
・
平
野
村
地
頭
良
峯
師
久
・
地
頭
良
峯
師
良
」
に
よ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

　

こ
の
う
ち
「
目
良
生
村
地
頭
良
峯
師
頼
」
は
、
建
永
二
年
（
一
二
〇
七
）
に
目

良
生
・
永
池
・
渡
三
ヶ
村
の
別
納
を
認
め
ら
れ
た
「
良
四
郎
師
忠（

（1
（

」
の
後
裔

で
、
そ
の
家
系
は
永
池
文
書
を
伝
え
た
家
と
し
て
分
出
し
た
。
ま
た
道
照
自
身

は
、
こ
の
申
状
で
「
中
神
・
播

（
横
ヵ
（瀬

両
村
地
頭
名
主
職
」
の
確
保
を
図
ろ
う
と
し

て
い
る
か
ら
、「
中
神
村
地
頭
良
峯
良
高
」
の
後
裔
。
そ
し
て
師
良
は
村
名
を

冠
さ
ず
端
的
に
「
地
頭
」
と
さ
れ
、
ま
た
前
述
の
よ
う
に
図
田
帳
に
も
永
吉
地

頭
と
登
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
時
点
で
の
平
河
氏
惣
領
と
み
な
せ
る
。
つ

ま
り
平
河
氏
で
は
、
師
良
―
良
貞
・
師
時
と
繋
が
る
惣
領
家
と
、
永
吉
内
の

村
々
を
分
割
相
続
し
た
、
永
池
家
な
ど
の
三
つ
の
庶
子
家
へ
の
分
化
が
は
じ

ま
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る（

（（
（

。

　

し
か
し
そ
の
過
程
は
、
弘
安
下
知
状
の
獲
得
後
、
永
吉
を
独
占
し
よ
う
と

し
た
良
貞
・
師
時
に
対
し
、
そ
れ
を
「
押
領
」
で
あ
る
し
て
、「
庶
子
等
又
於

（7）
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宰
符
面
々
番
訴
陳
」
と

い
う
事
態
が
生
じ
て
い

る
（
表
１

－

⑤
）
よ
う
に
、

紛
争
を
と
も
な
う
も
の

だ
っ
た
。
こ
こ
で
興
味

深
い
の
は
平
河
文
書
に

は
、
人
吉
荘
南
方
刁
岡

名
地
頭
職
相
論
の
具
書

系
図
（
表
１

－

②
）
が
残

る
こ
と
だ
。
刁
岡
名
は

相
良
長
頼
か
ら
女
子
・

妙
阿
に
譲
与
さ
れ
、
さ

ら
に
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）、
妙
阿
の
息
女
「
良
峯
氏

字
阿
夜

」
に
譲
ら
れ
た
（
嘉

暦
元
年
十
月
日
相
良
長
頼
女
尼
妙
阿
代
道
観
申
状
幷
具
書
案
、
相
四
八
）。
妙
阿
が
平
河
一

族
に
嫁
し
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
阿
夜
に
「
訴
人
」
と
注
記
す
る
系
図
が
残

る
こ
と
は
、
妙
阿
が
嫁
し
た
の
は
こ
の
家
系
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
本

系
図
は
妙
阿
の
子
に
阿
夜
の
他
、
死
去
し
た
五
郎
安
義
と
、
六
郎
家
貞
の
二
人

の
子
息
を
挙
げ
る
。
こ
の
家
貞
こ
そ
道
照
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
平
河
一
族
庶

家
は
、
惣
領
家
と
の
紛
争
を
抱
え
る
な
か
で
、
相
良
氏
へ
の
接
近
を
図
っ
た
。

ま
た
相
良
氏
も
、
か
か
る
紛
争
へ
の
関
与
を
と
お
し
て
、
地
域
社
会
で
の
存
在

感
を
高
め
て
い
っ
た
の
だ
。

　

２　

南
北
朝
期
の
平
河
氏
と
人
吉
相
良
勢

　

前
掲
所
領
注
文
（
相
一
六
一
）
に
は
、
人
吉
相
良
勢
の
一
員
と
し
て
「
平
河

小
三
郎
」「
平
河
又
三
郎
」
が
み
え
る
。
う
ち
「
平
河
小
三
郎
」
は
、
貞
和

二
年
（
一
三
四
六
）
の
軍
忠
状
に
み
え
る
「
人
吉
庄
一
分
地
頭
平
河
小
三
郎
師

頼
」（
同
年
十
二
月
日
同
人
軍
忠
状
、
相
一
二
五
）
に
比
定
さ
れ
る
。
降
っ
て
永
和
元
年

（
一
三
七
五
）
の
三
郎
左
衛
門
尉
師
頼
軍
忠
状
（
表
２

－

②
）
が
永
池
文
書
に
残
る

か
ら
、
彼
は
永
池
家
。
そ
の
な
か
で
当
該
期
の
佐
牟
田
家
当
主
・
前
頼
を
「
惣

領
」
と
呼
び
、
ま
た
そ
の
軍
忠
状
（
前
掲
相
一
二
五
）
が
相
良
家
文
書
中
に
残
る

こ
と
か
ら
、
服
部
は
、
師
頼
が
姻
戚
関
係
を
と
お
し
て
「
下
相
良
氏
」
の
「
惣

領
制
」
に
包
摂
さ
れ
た
と
み
る
。
佐
牟
田
頼
広
の
妻
は
「
後
家
良
峯
氏
」
と

呼
ば
れ
て
お
り
（
正
慶
二
年
後
二
月
廿
六
日
相
良
頼
広
譲
状
、
相
五
二
）、
平
河
氏
で
あ

る
。
ま
た
暦
応
三
年
（
一
三
四
〇
）
に
討
ち
死
し
た
頼
広
の
甥
・
祐
広
の
軍
忠

は
「
良
峯
氏
女
代
広
安
」
が
申
請
し
て
お
り
（
同
年
八
月
十
一
日
同
人
軍
忠
状
。
相

九
六
）、
妻
は
や
は
り
平
河
氏
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
人
吉
荘
北
方
は
建
武
五

年
（
一
三
三
八
）
中
葉
に
、
そ
れ
ま
で
に
頼
広
が
没
し
た
た
め
か
、
そ
の
父
・
長

氏
と
頼
広
の
子
・
定
頼
と
が
半
分
ず
つ
を
得
る
か
た
ち
で
回
復
す
る
（
同
年
七
月

六
日
相
良
蓮
道

譲
状
、
相
七
九
、
前
掲
相
一
六
一
な
ど
）。
そ
の
北
方
半
分
を
長
氏
は
、

庶
子
ら
に
分
割
配
分
し
た
（
前
掲
相
八
四
）。
人
吉
荘
小
地
頭
の
徴
証
が
な
い
平

河
氏
で
あ
り
な
が
ら
「
一
分
地
頭
」
と
し
て
現
れ
、
活
動
時
期
か
ら
定
頼
世
代

と
い
え
る
師
頼
は
、
頼
広
妻
の
兄
弟
の
子
か
、
祐
広
妻
の
兄
弟
で
あ
り
、
ゆ
え

に
北
方
の
配
分
を
う
け
て
、
佐
牟
田
家
の
惣
領
制
に
包
摂
さ
れ
た
の
で
は
な
い

か
。

　

こ
の
よ
う
に
他
氏
勢
力
の
な
か
に
は
確
か
に
、
姻
戚
関
係
を
媒
介
に
佐
牟
田

家
の
惣
領
制
下
に
編
成
さ
れ
た
者
も
い
た
。
し
か
し
実
は
師
頼
以
外
の
他
氏
の

者
が
、
佐
牟
田
家
当
主
を
「
惣
領
」
と
呼
ん
だ
事
例
は
残
ら
な
い
。
こ
れ
は
、

服
部
の
よ
う
に
人
吉
相
良
勢
の
編
成
原
理
一
般
を
「
下
相
良
氏
の
惣
領
制
」
に

求
め
る
こ
と
を
躊
躇
わ
せ
る
も
の
だ
。
そ
こ
で
一
方
の
「
平
河
又
三
郎
」
を
中

心
に
、
他
氏
勢
力
の
様
相
を
検
討
し
た
い
。

　

彼
は
伯
父
・
平
河
観
覚
の
他
界
後
、
日
向
馬
関
田
荘
預
所
職
を
継
承
し
、
内

乱
勃
発
以
来
十
余
年
に
わ
た
っ
て
押
領
を
続
け
、
ま
た
用
水
を
め
ぐ
る
紛
争
か

師
忠

師
高

平河氏略系図

師
貞

師
良

永
池
家

三
郎

次
郎

観
阿

良
四
郎

師
久

師
頼

良
貞

観
蓮

三
郎師

時
良
円

四
郎

良
高

妙
阿

相
良
長
頼
女

安
義

五
郎家

貞

六
郎

道
照阿

夜

貞
世

貞
家

三
郎

八
郎師

頼

観
覚

師
里

又
三
郎

小
三
郎

師
種

＊推定私案

平
河
文
書

伝
来
の
家

惣
領
家

（9） （8）
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ら
、
康
永
四
年
（
一
三
四
五
）
に
、
真
幸
院
収
納
使
北
原
助
六
兼
命
・
同
西
郷
公

文
野
口
平
次
郎
重
義
・
吉
田
飯
野
名
々
主
花
北
左
衛
門
太
郎
入
道
ら
と
と
も

に
、
同
院
吉
田
村
に
侵
攻
し
た
、
又
三
郎
師
里
（
同
年
十
一
月
廿
二
日
開
田
出
羽
守

領
吉
田
村
年
貢
濫
妨
事
書
、
相
一
一
九
）
に
比
定
さ
れ
る
。
小
林
一
岳
の
的
確
な
分
析

［
小
林
一
九
九
八
］
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
集
団
は
地
縁
的
利
害
を
と
も
に
す
る
、

小
規
模
な
領
主
一
揆
と
み
な
せ
よ
う
。
ま
た
師
里
に
つ
い
て
は
、
そ
の
交
通
関

係
を
と
お
し
て
の
日
向
北
部
進
出
や
、
遠
く
備
後
守
護
代
の
も
と
に
、
連
絡
・

連
携
が
可
能
な
「
師
里
一
族
平
河
弥
三
郎
、
て
し
ま
の
左
衛
門
四
郎
」
が
い
た

こ
と
な
ど
、
独
自
の
勢
力
の
あ
り
方
が
窺
え
る
。

　

そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
所
領
注
文
に
み
え
る
、
九
州
探
題
・
一
色
範

氏
が
宛
て
行
っ
た
所
領
の
あ
り
方
だ
。
そ
れ
を
整
理
す
る
と
、
建
武
五
年

（
一
三
三
八
）
の
人
吉
荘
北
方
の
回
復
（
長
氏
・
定
頼
）、
観
応
の
擾
乱
に
由
来
す

る
、
観
応
二
年
（
一
三
五
〇
）
の
永
吉
半
分
（
定
頼
）・
上
球
磨
久
米
郷
西
方
（
定
頼

と
一
族
・
他
氏
に
分
配

（
（1
（

）、
以
降
の
球
磨
郡
・
日
向
転
戦
に
由
来
す
る
、
文
和
四
年

（
一
三
五
五
）
の
久
米
郷
東
方
や
、
日
向
国
三
俣
院
・
同
国
島
津
荘
北
方
（
定
頼
と

一
族
・
他
氏
に
分
配
）

（
（1
（

に
大
別
さ
れ
る
。

　

同
一
所
領
の
分
配
は
、
軍
事
行
動
の
一
体
性
を
示
唆
す
る
も
の
だ
。
そ
こ
で

師
里
分
を
み
る
と
、
三
俣
院
南
方
を
宛
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
文
和
頃

に
は
定
頼
指
揮
下
で
行
動
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
観
応
の
擾
乱
で

一
色
範
氏
・
人
吉
相
良
勢
と
対
立
し
た
少
弐
頼
尚
跡
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
観
応

宛
行
と
判
断
で
き
る
真
幸
院
引
田
二
十
町
は
、
他
の
観
応
宛
行
所
領
か
ら
孤
立

し
て
い
る
。
こ
れ
は
師
里
が
馬
関
田
荘
押
領
・
吉
田
村
侵
攻
の
後
も
、
人
吉
相

良
勢
と
は
別
の
、
日
向
で
の
軍
事
行
動
を
続
け
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
よ
う
。

惣
領
家
の
可
能
性
も
あ
る
師
里（

（1
（

は
、
そ
れ
ゆ
え
の
か
か
る
自
律
性
を
保
持
し
つ

つ
、
観
応
以
降
に
人
吉
相
良
勢
に
参
入
し
た
と
み
る
べ
き
だ
。

　

加
え
て
、
吉
田
村
侵
攻
の
際
に
師
里
と
一
揆
的
関
係
に
あ
っ
た
野
口
重
義
に

比
定
で
き
る
「
野
口
平
次
入
道
」
と
、
同
事
件
で
は
直
接
に
名
は
挙
げ
ら
れ
て

い
な
い
も
の
の
、
ま
さ
に
係
争
地
で
あ
っ
た
吉
田
村
内
の
田
地
十
町
を
宛
て

行
わ
れ
て
い
る
「
薭
田
了
仙
房
」
も
、
所
領
注
文
に
み
え
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。
ま
ず
後
者
に
つ
い
て
だ
が
、
真
幸
院
内
は
彼
と
師
里
・
重
義
に
し
か
宛
て

行
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
師
里
と
同
様
、
観
応
年
間
の
真
幸
院
一
帯
で

の
独
自
の
活
動
の
結
果
に
よ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
一
方
、
重
義
の
宛
行
所

領
は
島
津
荘
北
郷
内
二
十
町
と
真
幸
院
西
郷
内
七
十
五
町
。
う
ち
前
者
は
文
和

年
間
に
人
吉
相
良
勢
の
一
員
と
し
て
行
動
し
た
結
果
、
分
配
さ
れ
た
も
の
と
み

る
べ
き
だ
が
、
後
者
は
規
模
も
隔
絶
し
て
お
り
、
上
記
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
文
和
年
間
に
お
け
る
人
吉
相
良
勢
の
戦
線
の
日
向
方
面
へ
の

拡
大
の
も
と
で
、
球
磨
郡
に
お
け
る
佐
牟
田
家
と
の
地
縁
に
よ
っ
て
師
里
が
参

入
し
、
さ
ら
に
師
里
が
一
方
の
軸
足
を
置
く
、
真
幸
院
一
揆
の
一
員
だ
っ
た
重

義
・
了
仙
房
が
、
師
里
を
媒
介
に
参
入
し
た
と
い
う
、
人
吉
相
良
勢
拡
大
の
あ

り
よ
う
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
到
る
師
里
の
自
律
性

や
、
そ
れ
が
一
面
で
は
真
幸
院
一
揆
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ

ば
、
そ
れ
が
佐
牟
田
家
へ
の
従
属
を
意
味
し
た
と
は
考
え
が
た
い
。

　

そ
こ
で
所
領
注
文
に
み
え
る
他
氏
勢
力
十
二
名
を
通
覧
す
る
と
、「
岡
本
又

二
郎
」
の
合
志
郡
内
高
永
十
五
町
・
球
磨
郡
永
里
村
。「
斉
藤
十
郎
」
の
益
城

郡
隈
荘
内
有
安
名
五
町
・
肥
前
国
佐
賀
郡
内
計
十
町
・
同
国
大
田
荘
内
五
町
・

筑
前
国
穂
波
郡
内
大
豆
村
二
十
五
町
・
同
郡
内
河
津
村
二
十
五
町
。「
湯
浦
四

郎
次
郎
」
の
葦
北
荘
内
湯
浦
二
十
町
。「
山
田
左
衛
門
次
郎
」
の
託
麻
郡
八
王

子
荘
内
三
十
町
・
同
郡
六
箇
荘
内
五
町
・
飽
田
郡
鹿
子
木
東
荘
内
五
町
・
筑
前

国
長
淵
荘
内
五
町
ほ
か
と
、
師
里
・
重
義
・
了
仙
房
を
含
め
れ
ば
七
名
と
、
そ

の
過
半
数
の
宛
行
所
領
が
、
確
実
に
一
括
分
配
か
ら
外
れ
て
肥
後
内
外
に
分
散

し
て
い
る
。
そ
し
て
先
述
の
よ
う
に
岡
本
又
次
郎
は
球
磨
郡
内
の
菊
池
合
志
氏

系
、
湯
浦
四
郎
次
郎
は
葦
北
郡
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
拠
点
は
球
磨
郡
内
外
に

（9）
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散
る
。
史
料
的
制
約
か
ら
師
里
た
ち
の
よ
う
な
具
体
的
な
跡
づ
け
は
で
き
な
い

が
、
他
氏
勢
力
の
大
半
は
、
彼
ら
と
同
様
に
、
球
磨
郡
内
外
に
ま
た
が
る
複
合

的
な
地
縁
を
媒
介
に
、
一
定
の
自
律
性
を
保
ち
つ
つ
、
人
吉
相
良
勢
に
参
加
し

た
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

人
吉
相
良
勢
は
球
磨
郡
内
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
内
乱
の
展
開
と
と
も
に
そ

の
戦
線
を
周
辺
所
郡
や
隣
接
す
る
日
向
北
部
へ
と
拡
大
し
て
い
っ
た
。
そ
の
な

か
で
、
真
幸
院
一
揆
の
よ
う
な
現
地
の
小
規
模
一
揆
を
、
球
磨
郡
に
も
所
縁

を
も
つ
メ
ン
バ
ー
を
媒
介
に
、
迎
え
入
れ
て
膨
ら
ん
で
い
っ
た
。
た
だ
し
真
幸

院
一
揆
に
名
が
み
え
る
北
原
助
六
兼
命
な
ど
は
所
領
注
文
に
現
れ
な
い
の
だ
か

ら
、
小
規
模
一
揆
の
メ
ン
バ
ー
す
べ
て
が
丸
ご
と
取
り
込
ま
れ
た
わ
け
で
は
な

く
、
そ
こ
に
は
一
定
の
自
律
的
選
択
が
働
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た

平
河
師
里
の
あ
り
方
に
窺
え
る
よ
う
に
、
人
吉
相
良
勢
へ
の
参
入
を
選
ん
だ
者

も
、
一
定
の
自
律
性
を
保
持
し
た
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
人
吉
相
良
勢
と
は
、
佐

牟
田
家
当
主
を
盟
主
と
し
つ
つ
球
磨
郡
関
係
者
を
中
核
に
、
そ
の
周
辺
数
郡
に

ま
た
が
る
、
小
規
模
領
主
一
揆
構
成
員
が
緩
や
か
に
参
加
す
る
と
い
う
、
そ
れ

自
体
が
一
揆
的
構
造
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
と
み
な
せ
よ
う
。
そ
の
内
部
は
複
雑

で
あ
り
、
固
定
し
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
し
、
佐
牟
田
家
当
主
に
よ
る
強
力

な
統
制
を
想
定
す
る
の
も
不
適
当
で
は
な
い
か
。
所
領
注
文
は
一
色
範
氏
の
九

州
撤
退
に
よ
っ
て
、
そ
の
宛
行
が
空
文
化
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
安
堵
を
求
め

る
た
め
に
作
成
さ
れ
た（

（1
（

。
か
か
る
逼
迫
し
た
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
注
文

に
み
え
る
人
吉
相
良
勢
の
規
模
・
構
成
は
、
い
わ
ば
瞬
間
最
大
風
速
的
な
も
の

で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
い
か
。

　

と
こ
ろ
で
、「
永
吉
庄
半
分

」
と
あ
る
こ
と
。
つ
ま
り

「
平
河
左
近
允
」
な
る
人
物
が
、
少
弐
頼
尚
の
永
吉
半
分
代
官
で
あ
っ
た
ら
し

い
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
平
河
一
族
も
ま
た
、
内
乱
の
な
か
で
分
裂
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
は
鎌
倉
期
の
惣
・
庶
対
立
の
う
え
に
位
置
づ
け
ら

れ
よ
う
。

　

な
お
、
人
吉
相
良
勢
が
球
磨
郡
内
や
日
向
真
幸
院
な
ど
を
転
戦
し
て
い
た
頃

（
観
応
二
年
十
月
五
日
、
文
和
二
年
十
二
月
十
三
日
一
色
範
氏
感
状
、
相
一
四
一
、
相
一
四
七
〜

一
五
三
）、
先
述
の
道
照
の
家
系
は
、
文
和
元
年
（
一
三
五
二
）
六
月
に
は
豊
前
赤

庄
・
笠
松
合
戦
に
参
加
、
十
一
月
十
二
日
に
は
筑
前
椿
・
隈
合
戦
で
兄
・
三
郎

貞
世
が
討
ち
死
。
弟
・
八
郎
貞
家
も
負
傷
し
つ
つ
同
二
十
四
日
の
合
戦
や
、
翌

年
二
月
の
武
家
方
が
菊
池
勢
に
大
敗
す
る
針
摺
原
合
戦
に
参
加
す
る
な
ど
、
肥

後
国
外
を
転
戦
し
て
、
軍
忠
状
に
一
色
氏
冬
の
証
判
を
得
て
お
り
（
表
１

－

⑥

⑦
）、
そ
の
動
き
は
人
吉
相
良
勢
と
は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
師

里
の
家
系
に
も
、
足
利
直
冬
・
少
弐
頼
尚
方
の
左
近
允
に
も
あ
て
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
平
河
氏
に
お
け
る
惣
・
庶
対
立
を
と
も
な
う
諸
家
分
立
は
、

長
き
に
わ
た
る
戦
争
状
況
の
な
か
で
加
速
・
定
着
し
、
も
は
や
平
河
氏
と
し
て

一
括
で
き
な
い
、
各
家
の
独
立
と
独
自
の
動
き
を
も
た
ら
し
た
。
永
和
の
一
揆

構
成
員
「
平
河
兵
庫
允
師
門
」
も
、
一
族
全
体
の
統
括
者
で
は
あ
る
ま
い
。
か

か
る
平
河
諸
家
に
対
し
て
相
良
氏
は
、
婚
姻
な
ど
で
個
別
に
関
係
形
成
を
図
っ

た
。
し
か
し
そ
れ
は
道
照
の
家
系
の
場
合
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
従
属
的
編
成

に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

最
後
に
、
本
稿
の
考
察
結
果
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
球
磨
郡
で
は
鎌
倉
幕
府

に
よ
る
再
編
に
よ
っ
て
も
、
球
磨
御
領
以
来
の
地
域
の
領
主
た
ち
が
寄
り
あ
う

構
造
は
温
存
さ
れ
た
。
八
条
院
・
平
頼
盛
と
の
所
縁
で
人
吉
荘
地
頭
職
と
多
良

木
村
を
得
た
相
良
氏
が
地
域
社
会
に
定
着
す
る
に
は
、
か
か
る
在
来
領
主
と
の

関
係
形
成
が
不
可
欠
だ
っ
た
。

　

鳥
羽
院
政
期
に
地
域
秩
序
再
建
の
中
核
を
担
っ
た
郡
司
級
領
主
・
須
恵
氏

（11） （10）
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は
、
郡
全
域
へ
の
影
響
は
後
退
さ
せ
る
も
の
の
、
中
球
磨
・
上
球
磨
境
界
地
域

を
拠
点
に
存
在
感
を
保
っ
て
い
く
。
ま
た
人
吉
荘
の
小
地
頭
た
ち
も
、
合
志
氏

の
後
裔
で
あ
る
永
里
・
岡
本
両
家
が
中
球
磨
・
上
球
磨
境
界
地
域
を
名
字
の
地

に
競
合
し
つ
つ
定
着
し
て
い
き
、
久
米
氏
も
名
字
の
地
・
上
球
磨
久
米
郷
を
保

持
し
て
健
在
だ
っ
た
。
没
収
に
よ
り
得
宗
領
と
な
っ
た
人
吉
荘
北
方
の
支
配

も
、
現
地
の
小
地
頭
た
ち
に
依
存
す
る
も
の
だ
っ
た
。
後
に
北
方
を
回
復
し
た

相
良
佐
牟
田
家
が
人
吉
一
円
支
配
を
再
構
築
す
る
と
き
に
も
、
彼
ら
と
の
関
係

形
成
は
重
要
だ
っ
た
ろ
う
。

　

か
か
る
球
磨
郡
の
在
来
領
主
の
な
か
で
も
平
河
一
族
は
、
庶
流
の
家
伝
文
書

を
残
し
最
も
具
体
的
検
討
が
可
能
な
勢
力
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
歴
代
の
鎌
倉
殿

御
領
預
所
の
圧
迫
に
対
し
て
は
、
一
族
結
束
し
て
訴
訟
に
あ
た
っ
た
。
そ
の
一

方
、
永
吉
を
構
成
す
る
村
々
の
分
割
相
続
を
と
お
し
て
諸
家
分
立
と
惣
・
庶
対

立
も
高
ま
り
、
南
北
朝
内
乱
は
そ
れ
を
決
定
づ
け
る
。
相
良
氏
は
平
河
諸
家
と

個
別
に
姻
戚
関
係
を
も
つ
も
の
の
、
そ
れ
は
相
良
氏
へ
の
従
属
を
決
定
づ
け
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

か
か
る
諸
家
分
立
と
一
族
結
合
の
消
滅
は
、
史
料
に
恵
ま
れ
ぬ
他
氏
に
も
想

定
さ
れ
る
。
と
も
に
合
志
氏
を
祖
と
す
る
永
里
・
岡
本
の
対
立
は
、
家
の
分

出
・
対
立
で
捉
え
得
る
。
須
恵
氏
で
も
人
吉
相
良
勢
に
参
加
し
た
彦
四
郎
と
、

多
良
木
家
と
結
ん
だ
「
須
恵
彦
三
郎
」（
前
掲
相
一
一
九
）
と
に
抗
争
が
想
定
さ

れ
る
。
南
北
朝
期
の
球
磨
郡
は
、
か
か
る
諸
家
が
必
ず
し
も
同
族
関
係
に
拘
束

さ
れ
ず
、
合
従
連
衡
を
繰
り
返
す
場
と
な
っ
て
い
た
。
佐
牟
田
家
は
、
そ
れ
ら

を
束
ね
て
人
吉
相
良
勢
を
構
成
し
、
一
郡
支
配
へ
向
か
っ
て
い
く
が
、
そ
こ
へ

の
他
氏
勢
力
の
参
入
契
機
は
、
人
吉
相
良
勢
の
戦
線
拡
大
と
と
も
に
、
当
該
地

域
の
小
規
模
一
揆
が
、
球
磨
郡
に
所
縁
を
も
つ
メ
ン
バ
ー
を
媒
介
に
、
緩
や
か

に
参
加
し
て
い
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
合
原
理
は
基
本
的
に
は
一

揆
と
み
る
べ
き
だ
。
そ
の
な
か
で
は
、
服
部
が
強
調
し
た
「
下
相
良
氏
の
惣
領

制
」
は
、
む
し
ろ
個
別
的
・
例
外
的
で
あ
り
、
そ
の
原
理
と
す
る
に
は
無
理
が

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
中
世
前
期
の
球
磨
郡
史
は
、
在
来
領
主
の
展
開
史
で
も
あ
る
。

相
良
氏
の
展
開
は
そ
の
な
か
に
位
置
づ
け
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
相
良
家
文
書
の

世
界
も
地
域
社
会
に
開
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
、
平
河
氏
に
つ
い
て

若
干
の
掘
り
下
げ
を
試
み
る
こ
と
で
、
人
吉
相
良
勢
形
成
論
の
到
達
点
と
し
て

屹
立
し
て
き
た
服
部
の
論
を
、
批
判
的
に
検
証
し
得
る
糸
口
を
得
た
。
そ
の
当

否
は
措
き
、
地
域
社
会
の
視
座
の
有
効
性
は
示
せ
た
と
思
う
。
ま
た
、
そ
れ
は

こ
の
問
題
を
相
良
氏
と
相
良
家
文
書
の
側
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
捉
え
な
お
す
こ

と
も
要
請
す
る
。
そ
れ
を
課
題
と
し
て
銘
記
し
つ
つ
、
本
稿
を
終
え
た
い
。

　
（
１
） 

現
在
は
慶
應
義
塾
図
書
館
蔵
。
刊
本
は
『
大
日
本
古
文
書
』
家
分
け
第
五
「
相
良

家
文
書
」
全
二
巻
。
以
下
、
刊
本
典
拠
は
「
相
一
」
の
如
く
記
す
。

　
（
２
） 

服
部
の
見
解
は
、
特
に
断
ら
ぬ
限
り
こ
れ
に
拠
る
。
な
お
そ
の
後
も
、［
平
岡

一
九
八
六
］、［
清
水
一
九
九
七
］
が
あ
る
。
だ
が
平
岡
の
論
拠
は
清
水
に
よ
っ
て

ほ
ぼ
崩
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
清
水
の
論
は
服
部
の
理
解
を
前
提
に
、
そ
れ
が
地
縁

に
補
完
さ
れ
て
い
た
と
す
る
も
の
だ
。
よ
っ
て
そ
の
到
達
点
は
、
な
お
服
部
に
あ

る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　
（
３
） 

服
部
は
こ
れ
を
「
下
相
良
氏
」、
嫡
流
で
あ
り
上
球
磨
・
多
良
木
を
拠
点
と
す
る
多

良
木
家
を
「
上
相
良
氏
」
と
呼
ぶ
。
こ
れ
ら
は
定
着
し
た
俗
称
だ
が
、
本
稿
で
は

採
ら
な
い
。
そ
の
前
提
に
は
当
該
期
の
球
磨
郡
史
を
「
上
相
良
氏
」
と
「
下
相
良
氏
」

と
の
拮
抗
と
、
南
北
朝
内
乱
の
な
か
で
の
後
者
に
よ
る
前
者
の
圧
服
と
い
う
、
両

相
良
氏
の
抗
争
史
と
し
て
捉
え
る
理
解
が
あ
る
。
し
か
し
前
者
は
、
佐
牟
田
家
を

中
核
に
、
人
吉
荘
域
の
相
良
一
門
と
他
氏
と
で
構
成
さ
れ
る
も
の
の
、
別
稿
で
検

討
す
る
よ
う
に
相
良
一
門
に
つ
い
て
す
ら
、
そ
の
結
合
原
理
は
必
ず
し
も
佐
牟
田

（11）
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家
に
よ
る
「
惣
領
制
」
支
配
に
収
斂
し
な
い
複
雑
な
性
格
を
も
つ
。
か
か
る
集
団

を「
下
相
良
氏
」と
呼
ぶ
の
は
正
確
で
は
な
い
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
さ
し
あ
た
り「
人

吉
相
良
勢
」
と
呼
び
た
い
。
ま
た
［
小
川
二
〇
一
五
］
で
論
じ
た
よ
う
に
、
南
北

朝
期
の
多
良
木
家
は
、
単
独
で
人
吉
相
良
勢
と
拮
抗
し
得
る
勢
力
で
は
な
か
っ
た
。

　
（
４
） 
主
に
［
服
部
一
九
七
八
］、［
工
藤
一
九
八
八
ｂ
］
な
ど
を
踏
ま
え
た
［
小
川

二
〇
一
五
・
二
〇
一
六
］
に
拠
り
、
鎮
西
相
良
氏
の
概
要
は
［
清
水
一
九
九
七
］
な

ど
を
参
照
し
た
。
工
藤
の
見
解
は
、特
に
断
ら
ぬ
限
り［
工
藤
一
九
八
八
ｂ
］に
拠
る
。

な
お
特
別
展
図
録
の
総
論
で
あ
る
［
小
川
二
〇
一
五
］
で
も
、
そ
の
評
価
に
触
れ

た
が
具
体
的
検
討
が
足
り
ず
、
ま
た
服
部
「
惣
領
制
」
論
の
批
判
的
検
証
に
は
到

ら
な
か
っ
た
。

　
（
５
） 

地
頭
職
補
任
状
の
正
文
は
多
良
木
家
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
（
案
文
の
佐
牟
田

頼
広
奥
裏
書
、
相
三
）。
正
応
六
年
の
多
良
木
頼
氏
か
ら
嫡
子
・
頼
宗
へ
の
譲
状
写

（
相
三
三
）
に
「
譲
与　

遠
江
国
相
良
堀
内
重
松
肥
後

豊
永
多
良
木
村

同
郡
人
吉

職
事
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
人
吉
荘
惣
地
頭
職
は
多
良
木

家
が
握
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
譲
状
写
の
欠
損
部
分
に
は
名
や
東
郷

の
地
頭
職
が
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
ず
、
こ
の
点
は
留
保
し
た
い
。

　
（
６
） 

同
年
十
二
月
廿
三
日
関
東
下
知
状
（
相
五
）、
寛
元
二
年
五
月
十
五
日
人
吉
荘
起
請

田
以
下
中
分
注
進
状
（
相
六
）
な
ど
。
建
久
八
年
肥
後
国
図
田
帳
の
球
磨
郡
分
抜

書
（
相
二
）
に
は
そ
の
内
部
構
成
は
み
え
な
い
が
、
中
分
状
で
は
本
荘
と
東
郷
で

構
成
さ
れ
て
お
り
、
本
荘
だ
け
が
中
分
さ
れ
た
。［
工
藤
二
〇
一
五
］
は
、
東
郷
が

中
球
磨
・
上
球
磨
に
散
在
し
た
と
み
る
。
ま
た
［
工
藤
一
九
八
九
］
は
頼
景
が
当
初
、

郡
全
域
の
権
益
を
得
て
、
そ
れ
が
再
編
後
も
完
全
に
は
消
滅
し
な
か
っ
た
可
能
性

も
述
べ
る
。
魅
力
的
な
見
解
だ
が
実
証
は
困
難
で
あ
り
、
ひ
と
ま
ず
措
く
。

　
（
７
） 

前
掲
相
一
六
一
で
下
村
は
「
三
毛
兵
庫
助
跡
」・
上
村
は
同
「
妻
女
跡
」
と
さ
れ
て

お
り
、
宛
行
の
事
情
は
東
方
と
同
じ
と
推
測
さ
れ
る
。

　
（
８
） 

正
元
二
年
五
月
日
人
吉
荘
南
方
経
徳
名
常
楽
名
田
数
得
田
米
等
実
検
注
進
状
（
相

一
七
）
に
は
、「
惣
公
文
給
三
丁
」
が
み
え
る
。
た
だ
し
中
分
状
（
前
掲
相
六
）
に

は
署
判
し
て
い
た
惣
公
文
が
、
こ
こ
で
は
花
押
を
据
え
て
い
な
い
。
降
っ
て
徳
治

二
年
三
月
日
人
吉
荘
南
方
松
延
名
田
数
得
田
米
田
付
雑
物
等
実
検
注
進
状
（
相

三
七
）
で
は
日
下
に
「
惣
公
文
僧
永
順
」
が
署
判
す
る
が
、
藤
原
真
憲
と
の
関
係

は
不
明
だ
。
こ
の
他
、
中
分
状
の
「
直
人
給
七
丁
」
や
松
延
名
検
注
帳
の
「
除
雑

免
三
丁
庄
官
頼
高
法
師
給
免

」
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
（
９
） 

こ
の
訴
訟
は
［
池
田
一
九
七
八
］［
小
川
二
〇
〇
五
］
が
、
本
稿
と
は
別
の
角
度
か

ら
分
析
し
て
い
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
10
） 

同
年
三
月
十
四
日
某
下
文
（
永
池
文
書
一
号
、『
熊
本
県
史
料
』
中
世
三
。
以
下
「
表

２

－

①
」の
如
く
示
す
。）。
な
お「
渡
」は
欠
損
部
で
あ
り
、『
熊
本
県
史
料
』は「

（
城
ヵ
）」
と
す
る
が
、表
１

－

①
に
列
挙
さ
れ
る
村
名
と
原
本
残
画
か
ら
判
断
し
た
。

　
（
11
） 

惣
領
家
の
文
書
で
あ
る
表
１

－

①
③
④
が
案
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
平
河
文
書

が
庶
子
家
の
文
書
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
な
お
服
部
も
庶
子
家
文
書
と
す

る
が
、
論
拠
の
明
示
は
な
い
。

　
（
12
） 

観
応
二
年
七
月
十
八
日
一
色
範
氏
宛
行
状
（
相
一
四
〇
）
が
相
良
孫
次
郎
分
に
対

応
し
、
ま
た
永
吉
半
分
は
、
足
利
直
冬
の
九
州
下
向
と
と
も
に
、
範
氏
と
敵
対
し

た
少
弐
頼
尚
跡
で
あ
る
。

　
（
13
） 

文
和
四
年
四
月
五
日
一
色
範
氏
宛
行
状
（
相
一
五
五
・
六
）
が
相
良
孫
次
郎
分
・
相

良
式
部
丞
跡
分
に
対
応
す
る
。

　
（
14
） 

服
部
は
後
述
の
左
近
允
を
「
惣
領
」
と
す
る
。
だ
が
一
度
し
か
現
れ
ず
系
譜
も
不

明
の
彼
に
、
そ
の
積
極
的
徴
証
は
な
く
、
観
覚
・
師
里
の
家
系
の
方
が
惣
領
家
の

可
能
性
が
あ
る
。
惣
領
家
の
法
名
は
観
阿
・
観
蓮
と
「
観
」
が
通
字
。
ま
た
、
も

し
嘉
暦
二
年
に
永
富
名
の
手
継
状
三
通
・
訴
陳
三
問
三
答
状
を
う
け
取
っ
て
い
る

「
観
覚
」（（
同
年
）
九
月
廿
五
日
同
人
書
状
、
相
五
〇
）
が
平
河
観
覚
で
、
徳
治
二

年
の
人
吉
荘
預
所
「
良
峯
師
種
」（
前
掲
相
三
七
）
の
継
承
者
な
ら
ば
、
預
所
に
任

じ
得
る
勢
力
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
可
能
性
は
よ
り
高
ま
る
。

（13） （12）
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（
15
） 

さ
し
あ
た
り
特
別
展
図
録
の
同
文
書
解
説
（
小
川
執
筆
）
参
照
。

引
用
文
献

池
田
公
一　

一
九
七
八 

年
「
鎌
倉
幕
府
権
力
の
浸
透
と
九
州
球
磨
地
方
の
対
応
―
御
家
人
平

河
氏
の
対
預
所
相
論
を
中
心
に
―
」『
東
洋
大
学
研
究
紀
要
』
一
五

東
洋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
別
輯

小
川
弘
和　

二
〇
〇
五 
年
「「
建
久
八
年
図
田
帳
」
群
と
本
所
領
・
武
家
領
制
」
入
間
田
宣

夫
編
『
東
北
中
世
史
の
研
究
』
上
巻
、
高
志
書
院

小
川
弘
和　

二
〇
一
五 

年
「
中
世
球
磨
郡
の
形
成
と
展
開
」
熊
本
県
立
美
術
館
編
『
日
本
遺

産
認
定
記
念
ほ
と
け
の
里
と
相
良
の
名
宝　

人
吉
球
磨
の
歴
史
と

美
』
ほ
と
け
の
里
と
相
良
の
名
宝
展
実
行
委
員
会

小
川
弘
和　

二
〇
一
六 

年
「
平
安
時
代
の
球
磨
郡
と
造
寺
・
造
仏
」
同
『
中
世
的
九
州
の
形
成
』

高
志
書
院

工
藤
敬
一　

一
九
八
八 

年
ａ
「
中
世
球
磨
郡
の
展
開
と
河
川
」
熊
本
県
教
育
委
員
会
『
熊
本

県
歴
史
の
道
調
査
―
球
磨
川
水
運
―
』

工
藤
敬
一　

一
九
八
八 

年
ｂ
「
肥
後
球
磨
の
荘
園
公
領
制
と
人
吉
荘
」
同
『
荘
園
公
領
制
の

成
立
と
内
乱
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
二
年
に
再
録

工
藤
敬
一　

一
九
八
九 

年
「
相
良
氏
の
肥
後
球
磨
郡
支
配
―
そ
の
始
原
を
考
え
る
―
」
同
前

掲
『
荘
園
公
領
制
の
成
立
と
内
乱
』
に
再
録

工
藤
敬
一　

二
〇
一
五 

年
「「
片
寄
」
再
考
―
関
東
御
領
永
吉
荘
の
存
在
形
態
か
ら
―
」
同

編
『
中
世
熊
本
の
地
域
権
力
と
社
会
』
高
志
書
院

小
林
一
岳　

一
九
九
八 

年
「
地
域
紛
争
か
ら
み
た
南
北
朝
期
の
「
戦
争
」」
同
『
日
本
中
世

の
一
揆
と
戦
争
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
一
年
に
再
録

佐
藤
進
一　

一
九
七
一 

年
『
増
訂
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会

清
水　

亮　

一
九
九
七 

年
「
鎌
倉
末
期
武
士
団
に
お
け
る
惣
領
制
の
変
容
過
程
―
肥
後
国
相

良
氏
を
中
心
に
―
」『
年
報
三
田
中
世
史
研
究
』
四

清
水　

亮　

二
〇
〇
七 

年
「
鎌
倉
時
代
の
惣
地
頭
・
小
地
頭
間
相
論
と
鎌
倉
幕
府
」
同
『
鎌

倉
幕
府
御
家
人
制
の
政
治
史
的
研
究
』
校
倉
書
房

田
中
大
喜　

二
〇
一
一 

年
『
中
世
武
士
団
構
造
の
研
究
』
校
倉
書
房

羽
下
徳
彦　

一
九
六
六
年
『
惣
領
制
』
至
文
堂

服
部
英
雄　

一
九
七
八 

年
「
空
か
ら
み
た
人
吉
庄
・
交
通
と
新
田
開
発
」『
史
学
雑
誌
』

八
七
―
八

服
部
英
雄　

一
九
八
〇 

年
「
軍
忠
状
の
彼
方
に
」『
史
学
雑
誌
』
八
九
―
七

服
部
英
雄　

一
九
八
三 

年
「
相
良
氏
と
南
九
州
国
人
一
揆
」『
歴
史
学
研
究
』
五
一
四

平
岡　

豊　

一
九
八
六 

年
「
相
良
氏
の
惣
領
制
」『
國
學
院
大
學
大
学
院
紀
要
』
文
学
研
究

科
一
八
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